


    悩み

     健康保険組合が保険者だけれども、高額療養費の手続きはどのようにしたらよいか。 


    助言

    
              【高額療養費制度とは】




  
  【ポイント】
医療費は年齢や収入に応じて1カ月に支払う自己負担限度額が定められています。
『高額療養費制度』は、医療機関等で支払った医療費(差額ベッド代や食事代などは別途必要になります)が、月の初めから終わりまでの１か月で一定の額（自己負担限度額）を超えた場合に、保険者に申請することで（多くの健康保険組合や共済組合は、自動的に高額療養費が支給されます）、その超えた金額を支給する制度になります。
現在はマイナ保険証利用、もしくは健康保険の記号番号のオンライン認証システムを採用している医療機関の場合、資格確認書を利用されている方でも医療機関の窓口で高額療養費の自己負担限度額までの請求となります。
なお、何らかの理由で医療機関の窓口において、自己負担限度額までの請求にならなかった場合や入院費と通院費の双方が高額になるなど、世帯合算をして高額療養費に該当する場合、一部の保険者を除き保険者への申請が必要になります。
医療費が高額になりそうな時には、『限度額適用認定証』等（後期高齢者医療保険の場合は資格確認書への限度額の併記）を保険者に申請することもできます。
『限度額適用認定証』等の手続きは、新しく保険加入をして、①オンライン認証システムに保険情報がまだ反映されていない場合、②資格確認書の記号番号でのオンライン認証システムを採用していない医療機関に受診する場合、または③資格確認書を利用する方でご自身の負担限度額を確認したい場合や証明する書類が欲しい場合に行うとよいでしょう。
なお、後期高齢者医療保険制度の場合、限度額適用認定証等は廃止されており、資格確認書へ限度額を併記する運用に変更されています。
注意）国民健康保険・後期高齢者医療保険制度の被保険者の方で、保険料の滞納がある方は自己負担上限額までの支払い対応や限度額適用認定証等の発行がされない場合があります。
『認定証』の申請の際には資格確認書のほか、印鑑等が必要になることもあるので、あらかじめご自身が加入している保険者に確認するようにしてください。
【高額療養費制度の対象になる費用・対象にならない費用】
■高額療養費制度で対象となる費用
高額療養費制度で対象となるのは、医療保険（健康保険）が適用される医療費です。病院や診療所の窓口で支払う保険診療の自己負担分のほか、医療機関で処方せんをもらって調剤薬局で購入する薬の代金や医療保険を使って利用する訪問看護等の医療費も対象になります。
■高額療養費制度の対象にならない費用
医療保険（健康保険）が適用されない費用（差額ベッド代、入院中の食事代、診断書等の書類作成費用、先進医療にかかる費用など）は、この制度の対象とはなりません。
注）先進医療の対象となる治療をした場合、先進医療にかかる費用以外の通常の治療と共通する部分（診察・検索・投薬・入院料等）の費用は、一般の保険診療と同様に扱われます。
医療制度の改正は随時行われており、内容が変更になることがあるので、ご注意ください。
【高額療養費制度では】
◎1カ月（1日～末日）に支払った医療費が対象です
◎自己負担の限度額は年齢や所得によって異なります
◎保険適用外の医療費は高額療養費制度の対象ではありません
◎人ごと、医療機関ごとに計算します
◎同じ医療機関であっても、(1)医科入院、(2)医科外来、(3)歯科入院、(4)歯科外来は分けて計算します
（院外処方代は処方せんを発行した医療機関の医療費に含まれます）
◎さらに医療費が軽減できる仕組みとして、多数該当や世帯合算があります
◎高額療養費を申請して支給されるまでには、少なくとも3ヶ月程度かかります
※条件によっては、複数の医療機関や訪問看護等の費用、健康保険上で同一世帯（医療保険（健康保険）の被保険者とその被扶養者のこと）であれば複数の方の医療費を合算することができます。
※医療保険（健康保険）と介護保険の自己負担額を合わせた額を軽減する制度として『高額医療・高額介護合算療養費制度』があります。
詳しくは、ご自身が加入している保険者までお問い合わせください。
【高額療養費の払い戻し（いったん、会計の窓口で支払い、後日保険者に申請して払い戻しを受ける場合）】
高額療養費の払い戻しは、ご自身が加入している保険者に必要書類を添えて申請します。必要書類は保険者によって異なりますので、ご自身が加入している保険者までお問い合わせください。なお、多くの健康保険組合や共済組合の場合、手続きをせずとも自動的に高額療養費が返還される仕組みを採用しています。
■注意点
◎保険者によっては、高額療養費制度に該当することの通知がない場合もあります
◎医療機関にかかった翌月以降に申請します
◎支払い直後に申請をしていなくても、2年前までさかのぼって申請することができます
◎払い戻しには、治療を受けた月から、通常3カ月程度の期間がかかります
◎国民健康保険の場合、地域によっては、払い戻しまでの当座の支払いを支援する貸付制度や受領委任払い制度を利用することができる場合もあります
詳しくは、ご自身が加入している保険者までお問い合わせください。
【世帯合算】
世帯（医療保険（健康保険）の被保険者とその被扶養者のこと、つまり、同一の医療保険（健康保険）に加入する家族を単位とする）で複数の方が同月に医療機関で受診した場合や、一人で複数の医療機関で受診する場合などは自己負担額を世帯で合算することができる場合もあります。その合計額が自己負担限度額を超えた場合、後日、加入する保険者に申請することで高額療養費が支給されます。
自己負担額は、医療機関ごとに計算します。また、同じ医療機関であっても、(1)医科入院、(2)医科外来、(3)歯科入院、(4)歯科外来は分けて計算します。
＜注意点：年齢により合算の仕方が異なる＞
◎70歳未満
同じ月に世帯内でかかった自己負担額のうち21,000円以上でないと合算できません
◎70歳以上
同じ月に世帯内でかかった自己負担すべてを合算できます
◎70-74歳の高齢受給者：
同じ世帯の70-74歳の人だけではなく、70歳未満の者とも合算できます
◎75歳以上
後期高齢者医療制度の対象となり、75歳未満の者とは合算できません
【高額医療・高額介護合算療養費制度】
世帯内の同一の医療保険の加入者の方について、1年間にかかった医療保険（健康保険）と介護保険の自己負担を合計して、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
同一世帯において、医療保険（健康保険）と介護保険のサービスでかかった費用の負担が緩和されます。
＜注意点＞
◎保険適用外の医療費や自費の介護サービスなどは、高額医療・高額介護合算の対象にはなりません
◎基準額は、世帯員の年齢構成や所得区分によって異なります
◎高額医療・高額介護合算療養費制度の算定期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です
◎申請先は、毎年7月31日（基準日）時点で加入している医療保険（健康保険）です
◎同一の医療保険（健康保険）に属する世帯同士でないと対象になりません
◎期間内に異なる医療保険（健康保険）・市町村の介護保険で自己負担額がある場合は、それぞれの保険者から交付される自己負担額証明書が必要となります
（最終更新：2026年4月6日）
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